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※代理店実態を踏まえ、必要に応じて文言を修正してください。


第○章　表彰及び懲戒
（懲戒）
第○条　職員が、次の各条に該当するような就業規則その他の会社の諸規則に違反する行為を行った場合、以下の懲戒処分を行う。

（懲戒の種類）
第○条　懲戒は、次の区分によって行う。
（1）戒告……
（2）けん責……
（3）減給……
（4）出勤停止……
（5）降職又は降格……
（6）懲戒解雇……
～略～
（けん責）
第○条　次の各号に該当する場合は、けん責処分を行う。
（○）当社の機密事項・個人情報（顧客情報を含む）を十分な注意を怠り漏らした場合
～略～
（減給）
第○条　次の各号に該当する場合は、減給処分を行う。
（○）当社の機密事項・個人情報（顧客情報を含む）を、重大な過失により漏らした場合
～略～
（懲戒解雇）
第○条　次の各号に該当する場合は、懲戒解雇処分を行う。
（○）当社の機密事項・個人情報（顧客情報を含む）を、故意により漏らした場合
～略～





※なお、処分の軽重の基準につきましては、独自にご決定願います。
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